
健康・医療戦略推進本部
（本部長：内閣総理大臣、副本部長：内閣官房長官及び健康・医療戦略担当大臣、
全閣僚で構成）
・健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進
・医療分野研究開発推進計画の作成
・医療分野の研究開発の司令塔機能の本部の役割等

健康・医療戦略参与会合

（医療関係機関・産業界等
の有識者で構成）

健康・医療分野の成長戦
略、医療分野の研究開発の
出口戦略等に関する専門的
助言

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構

（AMED）

日本医療研究開発機構
・医療情報基盤担当室

理事長・監事の任命・解任

健康・医療戦略 （平成26年７月22日閣議決定、平成29年２月17日一部変更）
• 健康・医療戦略推進法に基づき、政府が総合的かつ長期的に講ずべき健康・医療に関す

る先端的研究開発及び新産業創出に関する施策の大綱として策定。
• 現行は第1期であり、対象期間は平成26年度～令和元年度。来年度から第2期に移行。

医療分野研究開発推進計画 （平成26年７月22日本部決定、平成29年２月17日一部変更）

• 健康・医療戦略推進法に基づき、健康・医療戦略推進本部が健康・医療戦略に即して医
療分野の研究開発等の推進を図るため作成。

• 現行は第1期であり、対象期間は平成26年度～令和元年度。来年度から第2期に移行。

健康・医療戦略の推進体制

健康・医療戦略推進会議
議長：健康・医療戦略担当大臣
議長代行：健康・医療戦略担当副大臣
副議長：健康・医療戦略担当大臣政務官、内閣総理大臣補佐官
構成員：関係府省局長クラス

健康・医療戦略推進専門調査会

（医療分野の研究開発に関
する専門家で構成）

・医療分野研究開発推進計
画の作成 及び実施の推進
に関する調査・検討

専門的
調査

AMED
所管府省

中長期目標の提示

その他関係省
外務省
農水省
国交省
etc…

【事務局】
内閣官房健康・医療戦略室

健康・医療戦略の推進に係る
企画立案・総合調整

関係府省が連携して推進

本部の意を受けて予算の集約と一体的な研究開発の実行
・研究費等のワンストップサービス化
・基礎から実用化までの一貫した研究管理

総務省文科省 厚労省 経産省

政策的
助言

補助金・運営費交付金の交付

参考資料
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